
 

達令公示第６号 

宗務所事務分掌規程の一部を改正する達令を次のように公示する。 

２０２５年６月２７日 

宗務総長 木 越   渉  

   宗務所事務分掌規程の一部を改正する達令 

宗務所事務分掌規程（１９９１年達令公示第８号）の一部を次のように改正

する。 

 第１０条第１３号を削り、第１４号から第３２号までを１号ずつ繰り上げ、

第２６号を削り、第２７号から第３１号までを１号ずつ繰り上げる。 

 第１３条第６号から第１９号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１

号を加える。 

 （６）宗宝及び宗史蹟に関する事項 

 第１３条第８号を削り、第９号から第２０号までを１号ずつ繰り上げ、第１

１号を削り、第１２号から１９号までを１号ずつ繰り上げる。 

 第１５条第６号から第２５号までを１条ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１

号を加える。 

 （６）機関紙「同朋新聞」の発行に関する事項 

附 則 

 この達令は、２０２５年７月１日から施行する。 


